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企業等協力留学生奨学金支給事業【給付型奨学金】 

 ■事業の目的等 

    平成２年（1990 年）度開始。（公財）ひろしま国際センター（以下「当センター」という。）

が企業・団体から受け入れた寄附金を原資として、広島県内の大学（大学院、短期大学を含

む）、高等専門学校（４年次以上及び専攻科）に在籍する外国人私費留学生に対して奨学

金援助を行い、外国人留学生の勉学生活の安定を図るとともに、企業・団体の皆様との交流を通

じて、留学生の日本理解に寄与し、国際交流の推進に貢献することを目的としております。 

留学生に奨学金を支給するほか、交流会での奨学生（奨学金を受給している留学生のこと。

以下「奨学生」という。）との懇談や、任意による会社訪問等の実施など、奨学生との交流を深

めていただくこととしております。 

 

■事業内容 

  (１) 奨学金原資の拠出方法 

１口 37 万円として拠出していただき、そのうち 36 万円を月額３万円の奨学金として１年

間支給し、残り１万円は奨学生との交流事業費等に充当いたします。 

(２) 奨学生の募集・支給等 

奨学生の募集から支給までの事務は、企業・団体及び大学と協議しながら、全て当センタ

ーで処理します。 

(３) 奨学生の決定 

奨学生の決定は、企業・団体のご意向を踏まえて行います。 

また、奨学生が決定いたしましたら、奨学金決定通知書授与式にご出席いただき、対象と

なる奨学生に決定通知書を交付していただきます。 

(４) 奨学生との交流 

ア 当センター主催の交流会を年２回開催（１回目は授与式と併せて開催）し、奨学生

との親睦を深めていただきます。 

イ 企業・団体と奨学生とのつながりを明確にするため、企業訪問、社員の方々との交流の

機会を設けていただくなどの取り組みをお願いします。 

ウ 奨学生に対する指導や相談は、原則として当センターが大学と連携して対応いたします。 

(５) 経理 

当奨学金に係る寄附金については、公益目的事業会計の中で明確に経理区分いたします。 
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企業等協力留学生奨学金支給事業 事務フロー 

月旬 企業・団体様 センター 

4 月初旬～ 

 

5 月末迄 

（随時） 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 月中旬～
下旬 

 

7 月下旬 
※変更になる

場合有。 

 

 

12 月上旬 
※変更になる

場合有。 

 

 

寄附書、意向調査票のご提出 

 

 

 

寄附金のお振込 

 

受領書の受領 

企業等協力留学生奨学金募集開始 

企業・団体様へ寄附依頼 

 

 

寄附書、意向調査票の受領 

寄附金振込口座のご連絡 

 

 

寄附金の受領 

受領書の発行 
 
 
 
 
 

ご支援いただく奨学生のご通知 

留学生奨学金決定通知書授与式及び第１回奨学生交流会 開催 

第２回奨学生交流会 開催 
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企業等協力留学生奨学金支給事業 Q＆A 

Ｑ）年度途中に寄附をしたい場合はどのような手続きになりますか？ 

 A）ご協力頂く時期により、手続きが異なります。下記をご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ）１口ではなく 0.5 口の寄附でもよろしいでしょうか？ 

A）全く問題ございません。ご支援・ご協力いただけるだけで、留学生たちは学業に励むことができま

す。 

 

Ｑ）海外拠点のある国の学生を支援したい場合はどうすればよいでしょうか？ 

  A）寄附書と一緒に「意向調査票」をお送りさせていただきますので、そちらにご希望の国籍・専攻等 

を記入してください。その他、ご希望がございましたら、そちらも意向調査票にご記載下さい。 

但し、志願者によってはご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。 

   

Ｑ）振込依頼書とは別に請求書の発行はしていただけますか？ 

  A）可能でございます。請求書も必要の際は、担当者にお申し付けください。 

    振込依頼書と一緒に郵送いたします。 

 

Q）支援する学生と直接連絡を取ることはできますか？ 

A）年２回開催する奨学生交流会で奨学生と名刺交換を行う時間がございます。奨学生の名刺に    

  は、連絡先を記載しておりますので、名刺をご覧いただき、自由に連絡をお取りください。 

 

その他、ご不明点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。 



6 

県民支援奨学金支給事業【給付型奨学金】 

■事業の目的等 

   平成６年（1994 年）開始。県内で学ぶ外国人留学生の生活や日本文化の理解を深め、県

民との交流を促進することとしております。 

   広島県内の大学、大学院、短期大学に在籍する私費留学生に対し、奨学金援助を行い、外国 

人留学生の勉学生活の安定を図るとともに、諸学国との友好交流の促進に寄付することを目的とした

制度です。 

 

■事業内容 

  (１) 奨学金原資の拠出方法 

1 口 5 千円から寄附にご協力いただけます。 

県民の皆様からのご寄附により、月額 3 万円の奨学金として１年間計 36 万円を奨学生に

支給いたします。 

 

(２) 奨学生の募集・支給等 

奨学生の募集から支給までの事務は、全て当センターで処理します。 

 

(３) 経理 

当奨学金に係る寄附金については、公益目的事業会計の中で明確に経理区分いたします。 

 

■公募人数 

    年間２名 
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県民支援奨学金支給事業 事務フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP はこちら 

【継続されている方】 【新規の方】 

寄附書と振込用紙を郵送にてお届けします。 

必要事項をご記載の上、 

寄附書と当センター窓口まで 

ご持参もしくは FAX、メールにてお送り下さい。 

お振込確認後、寄附書に記載したご住所に 

受領書を送付いたします。 

【新規】 

下記、どちらかの方法で寄附書をご提出ください。 

①HP から寄附書をダウンロードする。 

②センターに来館する。 

必要事項をご記載の上、 
寄附書と当センター窓口まで 

ご持参もしくは FAX、 
メールにてお送り下さい。 

寄附書に記載したご住所に 

振込依頼書をお送りいたします。 

お振込確認後、 

寄附書に記載したご住所に 

受領書を送付いたします。 

寄附書と振込依頼書を 

お渡しします。 

 

お振込確認後、 

寄附書に記載したご住所に 

受領書を送付いたします。 

４月初旬～３月末迄 

奨学金募集開始 
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県民支援奨学金支給事業 Q＆A 

Ｑ）年度途中に寄附をしたい場合はどのような手続きになりますか？ 

 A）４月上旬から翌年３月末まで、申込を受け付けております。 

6 ページにございます事務フロー【新規の方】の手順に沿って手続きを行います。 

 

Ｑ）１口以上寄附してもよろしいでしょうか？ 

A）全く問題ございません。何口でもお申込み頂けます。 

 

Ｑ）次年度も継続するには、手続きは必要でしょうか？ 

  A）いいえ、手続きは必要ございません。 

    過去、寄附をご協力いただいた方には毎年４月初旬に寄附書と振込用紙をお送りさせて 

いただきます。 但し、寄附を中止したい場合は、担当者にご連絡下さい。 

 

Ｑ）寄附の協力をしたら何かもらえますか？ 

  A）毎年４月初旬に寄附書と振込用紙をお送りする際に、奨学生のお礼の手紙（写し）を 

お送りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、ご不明点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。 
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